
 

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
防
水
利
の
確
保
に
ご
協
力
を

　「
消
火
栓
」
や
「
防
火
水
槽
」

な
ど
は
、
消
火
活
動
に
欠
か
せ

な
い
も
の
で
す
。

　
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
消
火
栓
な
ど
の
周
り
に
は
駐

車
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
除
雪
で
消
火
栓
な
ど
が
埋
も

れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

・
自
宅
近
く
の
消
火
栓
な
ど
の

除
雪
も
あ
わ
せ
て
お
願
い
し

ま
す
。

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

つ
い
て
考
え
よ
う

１
月
17
日
は

「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
」

　
災
害
時
に
は
、
近
所
の
方
々

や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活

動
な
ど
が
と
て
も
大
き
な
力
に

な
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め

に
、
家
庭
や
地
域
で
、
自
分
た

ち
が
で
き
る
こ
と
を
話
し
合
い

ま
し
ょ
う
。

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
ろ
う

１
月
26
日
は

「
文
化
財
防
火
デ
ー
」

　
昭
和
24
年
１
月
26
日
は
、
奈

良
県
法
隆
寺
金
堂
で
火
災
が
発

生
し
た
日
に
あ
た
り
ま
す
。

　
文
化
財
を
火
災
か
ら
守
る
に

は
、
文
化
財
の
関
係
者
だ
け
で

な
く
、
地
域
の
方
々
の
協
力
が

必
要
で
す
。

　
大
切
な
文
化
財
を
守
る
た

め
、
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
、

消
火
訓
練
や
防
火
対
策
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

・
消
防
水
利
の
確
保
に
つ
い
て

・
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ

  

い
て
考
え
よ
う

問
郡
山
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部
消
防
課
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文
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財
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守
ろ
う

問
郡
山
消
防
本
部
予
防
課

☎
０
２
４

９
２
３

１
８
７
８

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

６
９
３
３

 

合
併
処
理
浄
化
槽
事
業

 

の
お
知
ら
せ

◎
住
宅
・
併
用
住
宅（
居
住
部
分

が
全
体
の
２
分
の
１
以
上
）

の
浄
化
槽（
市
町
村
設
置
型

浄
化
槽
）

　
町
が
浄
化
槽
を
設
置
し
、
使

用
料
を
財
源
に
維
持
管
理
を
実

施
し
ま
す
。

　
な
お
事
業
を
実
施
さ
れ
る
場
合
、

設
置
奨
励
補
助
金
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象

　
居
住
用
の
住
宅
の
浄
化
槽
で

あ
る
こ
と

※
賃
借
住
宅
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
設
置
分
担
金

▽
５
人
槽
以
上
10
人
槽
以
下

25
万
円

▽
11
人
槽
以
上
20
人
槽
以
下
工

事
費
の
10
分
の
２
の
額

▽
21
人
槽
以
上
50
人
槽
以
下
工

事
費
の
10
分
の
３
の
額

■
浄
化
槽
使
用
料

▽
５
人
槽

　
３
，４
６
５
円
／
月

▽
７
人
槽

　
４
，７
２
５
円
／
月

▽
10
人
槽
　
５
，０
４
０
円
／
月

▽
11
人
槽
以
上

　
５
，０
４
０
円
に
10
人
槽
を

超
え
た
部
分
に
人
槽
当
た
り

５
２
５
円
を
乗
じ
た
額
を
加

算
し
た
額

＊
管
理
の
内
容
は
、
浄
化
槽
の

　
保
守
点
検
・
清
掃（
汚
泥
抜

　
き
取
り
）・
法
定
検
査
を
含

　
み
ま
す
。

◎
事
業
所
・
店
舗
な
ど
の
浄
化

槽（
個
人
設
置
型
浄
化
槽
）

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象

　
事
業
所
・
店
舗
な
ど
事
業
用

の
浄
化
槽（
50
人
槽
以
下
）で
あ
る

こ
と（
店
舗
等
併
用
住
宅
の
場
合
、

住
居
部
分
が
全
体
の
２
分
の
１
未

満
の
浄
化
槽
で
あ
る
こ
と
）。

＊
事
前
に
補
助
申
請
を
し
、
事

業
完
了
後
、
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

＊
維
持
管
理
は
、
設
置
者
の
責
任

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は「
広
報
お
の
ま
ち

　
10
月
号
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
地
域
整
備
課

☎
７
２

６
９
３
６
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■納め忘れのないように、
　ご確認ください。
■納期内納入にご協力を
　お願いします。

納期限

　1月   31日㊎
町 県 民 税

国民健康保険税

介 護 保 険 料

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料（６期）

（４期）

（６期）

（７期）

町税等納期のご案内町


